
 
 

   

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
八
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事

務

の

区

分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事

務

の

区

分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

法
第
六
条
の
三
第
一
項

又
は
第
十
八
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
」
と
い
う
。

） 

構
造
計
算
適
合

性
判
定
手
数
料 

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
建
築
物
（
建
築

物
の
一
部
が
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、

当
該
部
分
を
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
し
、
建
築

物
の
二
以
上
の
部

分
が
エ
キ
ス
パ
ン

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な

い
構
造
方
法
の
み

で
接
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
、
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
対
象 

建
築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

の
床
面
積
の
合
計

（
既
存
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を

含
ん
で
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
構
造

法
第
六
条
の
三
第
一
項

又
は
第
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
法
第
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
構
造
計
算
適
合
性

判
定
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
構
造
計
算
適

合
性
判
定
」
と
い
う
。 

） 

構
造
計
算
適
合

性
判
定
手
数
料 

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
必
要
と
す

る
建
築
物
（
建
築

物
の
一
部
が
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、

当
該
部
分
を
構
造

計
算
適
合
性
判
定

を
必
要
と
す
る
建

築
物
と
し
、
建
築

物
の
二
以
上
の
部

分
が
エ
キ
ス
パ
ン

シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン

ト
そ
の
他
の
相
互

に
応
力
を
伝
え
な

い
構
造
方
法
の
み

で
接
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
し
て
、
構

造
計
算
適
合
性
判

定
を
必
要
と
す
る

建
築
物
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
対
象 

建
築
物
」
と
い
う
。

）
一
棟
ご
と
に
、

構
造
計
算
適
合
性

判
定
対
象
建
築
物

の
床
面
積
の
合
計

（
既
存
建
築
物
の

全
部
又
は
一
部
を

含
ん
で
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
必

要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
構
造



 
 

計
算
適
合
性
判
定

の
対
象
と
な
る
床

面
積
に
当
該
既
存

建
築
物
の
床
面
積

を
加
え
る
も
の
と

し
、
法
第
六
条
第

四
項
、
法
第
六
条

の
二
第
一
項
若
し

く
は
法
第
十
八
条

第
三
項
に
規
定
す

る
確
認
済
証
又
は

法
第
六
条
の
三
第

四
項
若
し
く
は
法

第
十
八
条
第
八
項

に
規
定
す
る
構
造

計
算
適
合
性
判
定

の
結
果
を
記
載
し

た
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
建
築
物

の
計
画
の
変
更
を

す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

を
い
う
。
一
か
ら

五
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
一
か

ら
五
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額 

一
―
五 

（
略
） 

計
算
適
合
性
判
定

の
対
象
と
な
る
床

面
積
に
当
該
既
存

建
築
物
の
床
面
積

を
加
え
る
も
の
と

し
、
法
第
六
条
第

四
項
、
法
第
六
条

の
二
第
一
項
若
し

く
は
法
第
十
八
条

第
三
項
に
規
定
す

る
確
認
済
証
又
は

法
第
六
条
の
三
第

四
項
若
し
く
は
法

第
十
八
条
第
七
項

に
規
定
す
る
構
造

計
算
適
合
性
判
定

の
結
果
を
記
載
し

た
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
建
築
物

の
計
画
の
変
更
を

す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
計
画

の
変
更
に
伴
い
構

造
計
算
適
合
性
判

定
が
必
要
と
な
る

建
築
物
の
床
面
積

を
い
う
。
一
か
ら

五
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
一
か

ら
五
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当

該
区
分
に
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額 

一
―
五 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
七
条
の
六
第
一
項

第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
又
は
第
十
八
条
第
三

十
八
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
（
法
第
八
十

七
条
の
四
又
は
第
八
十

八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
検
査
済

証
の
交
付
を
受
け
る
前

に
お
け
る
仮
使
用
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
七
条
の
六
第
一
項

第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
又
は
第
十
八
条
第
二

十
四
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
（
法
第
八
十

七
条
の
四
又
は
第
八
十

八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
検
査
済

証
の
交
付
を
受
け
る
前

に
お
け
る
仮
使
用
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
以
外
の
建
築
物
に

つ
い
て
の
法
第
十
八
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
以
外
の
建
築
物
に

つ
い
て
の
法
第
十
八
条

第
十
四
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
に
つ
い
て
の
法
第

十
八
条
第
十
五
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
の
工

事
の
完
了
の
通
知
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
に
つ
い
て
の
法
第

十
八
条
第
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
の
工

事
の
完
了
の
通
知
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
以
外
の
建
築
物
に

つ
い
て
の
法
第
十
八
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
係
る
計
画

に
法
第
八
十
七
条
の
四

に
規
定
す
る
昇
降
機
に

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る

場
合
の
当
該
通
知
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
以
外
の
建
築
物
に

つ
い
て
の
法
第
十
八
条

第
十
四
項
の
規
定
に
よ

る
建
築
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
係
る
計
画

に
法
第
八
十
七
条
の
四

に
規
定
す
る
昇
降
機
に

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る

場
合
の
当
該
通
知
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
に
つ
い
て
の
法
第

十
八
条
第
十
五
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
の
工

事
の
完
了
の
通
知
に
係

る
計
画
に
法
第
八
十
七

条
の
四
に
規
定
す
る
昇

降
機
に
係
る
部
分
が
含

ま
れ
る
場
合
の
当
該
通

知
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 
（
略
） 

 

法
第
七
条
の
三
第
一
項

の
特
定
工
程
を
含
む
建

築
物
に
つ
い
て
の
法
第

十
八
条
第
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
物
の
工

事
の
完
了
の
通
知
に
係

る
計
画
に
法
第
八
十
七

条
の
四
に
規
定
す
る
昇

降
機
に
係
る
部
分
が
含

ま
れ
る
場
合
の
当
該
通

知
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
十
五
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
設
備
の

工
事
の
完
了
の
通
知
に

対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
法
第
八
十
七
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
設
備
の

工
事
の
完
了
の
通
知
に

対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
八
十
八
条
第
一
項

又
は
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
八
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ

る
工
作
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
十
八
条
第
一
項

又
は
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
八
条

第
十
四
項
の
規
定
に
よ

る
工
作
物
の
工
事
の
完

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
十
八
条
第
二
十
一

項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
特
定
工
程
工
事
の

終
了
の
通
知
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
八
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
特
定
工
程
工
事
の
終

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
十
八
条
第
二
十
一

項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
特
定
工
程
工
事
の

終
了
の
通
知
に
係
る
計

画
に
法
第
八
十
七
条
の

四
に
規
定
す
る
昇
降
機

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ

る
場
合
の
当
該
通
知
に

対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
八
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
特
定
工
程
工
事
の
終

了
の
通
知
に
係
る
計
画

に
法
第
八
十
七
条
の
四

に
規
定
す
る
昇
降
機
に

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る

場
合
の
当
該
通
知
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
二
十
一
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
設
備

の
特
定
工
程
工
事
の
終

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
十
七
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
設
備
の

特
定
工
程
工
事
の
終
了

の
通
知
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第
八
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
第
二
十
一
項

の
規
定
に
よ
る
工
作
物

の
特
定
工
程
工
事
の
終

了
の
通
知
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
八
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
る
工
作
物
の

特
定
工
程
工
事
の
終
了

の
通
知
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



 
 

 
（
広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島

県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）
医
療
セ
ン
タ
ー
、
若
草
園
、

若
草
療
育
園
、
わ
か
ば
療
育
園
、
児
童
発
達
支
援
セ 

ン
タ
ー
又
は
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料 

金 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

健
康
保
険
法

第
六
十
三
条
第

二
項
第
五
号
及

び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
六

十
四
条
第
二
項

第
五
号
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
療
養
（
以
下

「
選
定
療
養
」

と
い
う
。
）
に

定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
入

院
期
間
が
一
八

〇
日
を
超
え
た

日
以
後
の
入
院

料 

（
略
） 

 
 

四 

選
定
療
養
に

定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
後
発
医
薬
品

の
あ
る
新
医
薬

品
等
（
以
下
「

先
発
医
薬
品
」

と
い
う
。
）
で

あ
つ
て
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
の

処
方
等
又
は
調

剤
（
別
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定

め
る
場
合
を
除

く
。
）
に
係
る

費
用 

選
定
療
養
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
先
発
医
薬
品
の
薬
価

か
ら
当
該
先
発
医
薬
品
の
後

発
医
薬
品
の
薬
価
を
控
除
し

て
得
た
価
格
の
四
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
価
格
を
用
い
て

療
養
費
用
算
定
方
法
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
額
に
一
〇
〇

分
の
一
一
〇
を
乗
じ
て
得
た

額 

 
 

五
―
十
二 

（
略

） 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
）
医
療
セ
ン
タ
ー
、
若
草
園
、

若
草
療
育
園
、
わ
か
ば
療
育
園
、
児
童
発
達
支
援
セ 

ン
タ
ー
又
は
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料 

金 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

健
康
保
険
法

第
六
十
三
条
第

二
項
第
五
号
及

び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
六

十
四
条
第
二
項

第
五
号
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
療
養
（
以
下

「
選
定
療
養
」

と
い
う
。
）
に

定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
入

院
期
間
が
一
八

〇
日
を
超
え
た

日
以
後
の
入
院

料 

（
略
） 

 
 

                  

 

 
 

四
―
十
一 

（
略

） 

（
略
） 



 
 

備
考 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 

 

（
広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 
後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
一
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
）
福
山
若
草
育
成

園
又
は
福
山
若
草
療
育
園
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用

料
金 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

二 

食
事
療

養
費 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

三 

健
康
保
険
法

第
六
十
三
条
第

二
項
第
五
号
及

び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
六

十
四
条
第
二
項

第
五
号
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
療
養
（
以
下

「
選
定
療
養
」

と
い
う
。
）
に

定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め

る
後
発
医
薬
品

の
あ
る
新
医
薬

品
等
（
以
下
「

先
発
医
薬
品
」

と
い
う
。
）
で

あ
つ
て
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
の

処
方
等
又
は
調

剤
（
別
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定

め
る
場
合
を
除

く
。
）
に
係
る

費
用 

選
定
療
養
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
先
発
医
薬
品
の
薬
価

か
ら
当
該
先
発
医
薬
品
の
後

発
医
薬
品
の
薬
価
を
控
除
し

て
得
た
価
格
の
四
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
価
格
を
用
い
て

療
養
費
用
算
定
方
法
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
額
に
一
〇
〇

分
の
一
一
〇
を
乗
じ
て
得
た

額 

 
 

四
―
十 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
）
福
山
若
草
育
成

園
又
は
福
山
若
草
療
育
園
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用

料
金 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

二 

食
事
療

養
費 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

                              

 

 
 

三
―
九 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

備
考 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 
一 

二
以
外
の
規
定 

公
布
の
日 

二 
第
一
条
の
規
定 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
日 

 


